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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のリードフレーム部分と該第１のリードフレーム部分に直接電気的に接続されない
第２のリードフレーム部分とを少なくとも含む金属シート材料から作られるリードフレー
ムと、
　該リードフレームに固定される少なくとも１つのＬＥＤ要素とを含み、
　前記少なくとも１つのＬＥＤ要素は、少なくとも第１の接触部分と第２の接触部分とを
備えるパッケージを含み、前記第１の接触部分は、前記第１のリードフレーム部分上に平
面的に配置される接触面を含み、前記第１の接触部分の前記接触面の材料と前記第１のリ
ードフレーム部分の材料とを機械的に変形させることによって前記第１のリードフレーム
部分に接続され、前記第２の接触部分は、前記第２のリードフレーム部分上に平面的に配
置される接触面を含み、前記第２の接触部分の前記接触面の材料と前記第２のリードフレ
ーム部分の材料とを機械的に変形させることによって前記第２のリードフレーム部分に接
続され、
　前記ＬＥＤ要素は、作動されたときに光を発するように配置され、
　前記リードフレームは、少なくとも、前記ＬＥＤ要素から発される前記光の少なくとも
一部を反射するように設けられる反射面を含む光指向部を含む、
　照明アセンブリ。
【請求項２】
　前記金属シート材料は、前記光指向部を形成するように曲げられる、請求項１に記載の
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照明アセンブリ。
【請求項３】
　前記光指向部は、前記ＬＥＤ要素から発される光の少なくとも１０％が前記反射面で反
射されるように形成される、請求項１又は２に記載の照明アセンブリ。
【請求項４】
　前記光指向部は、前記ＬＥＤ要素から発される前記光の５０％以上が前記反射面で反射
されるように形成される、請求項３に記載の照明アセンブリ。
【請求項５】
　前記リードフレームは、前記ＬＥＤ要素の両側に設けられる少なくとも第１及び第２の
反射面を含む、請求項１乃至４のうちのいずれか１項に記載の照明アセンブリ。
【請求項６】
　前記反射面は、５０％を超える反射率を有する、請求項１乃至５のうちのいずれか１項
に記載の照明アセンブリ。
【請求項７】
　前記反射面は、拡散的に反射する、請求項６に記載の照明アセンブリ。
【請求項８】
　前記反射面は、着色された表面である、請求項１乃至７のうちのいずれか１項に記載の
照明アセンブリ。
【請求項９】
　複数のＬＥＤ要素は、互いから間隔をあけて前記リードフレームに設けられる、請求項
１乃至８のうちのいずれか１項に記載の照明アセンブリ。
【請求項１０】
　前記リードフレームの中心は、複数の前記ＬＥＤ要素と前記複数のＬＥＤ要素の接触部
分とが設けられる平面を形成し、前記リードフレームの光指向部は、この平面に傾斜した
角度で設けられる、請求項１乃至９のうちのいずれか１項に記載の照明アセンブリ。
【請求項１１】
　前記リードフレームは、キャリアに固定される、請求項１乃至１０のうちのいずれか１
項に記載の照明アセンブリ。
【請求項１２】
　前記第１及び第２のリードフレーム部分の少なくとも一部は、少なくとも実質的に平面
に設けられ、
　前記リードフレームの前記光指向部は、前記平面に対して傾斜した角度で設けられる、
請求項１乃至１１のうちのいずれか１項に記載の照明アセンブリ。
【請求項１３】
　複数のＬＥＤ要素は、前記第１及び第２のリードフレーム部分の間に並列に電気的に接
続される、請求項１乃至１２のうちのいずれか１項に記載の照明アセンブリ。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のうちのいずれか１項に記載の照明アセンブリを含む、自動車用のラ
ンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明アセンブリ及び自動車用のランプに関する。詳細には、本発明は、金属
シート材料からリードフレームに取り付けられる１つ以上のＬＥＤ要素を含む照明アセン
ブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ（発光ダイオード）照明は、特に自動車アプリケーションにおいて今日ますます
用いられている。特にリアコンビネーションランプ（ＲＣＬ；rear combination lamp）
及び昼間走行ランプ（ＤＲＬ；daytime running lamp）と一般に呼ばれる自動車シグナリ
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ングランプ（例えばテールランプ、ターン灯及び停止灯）は、今日、複数のＬＥＤ要素に
よって実現される。
【０００３】
　ＬＥＤ要素は、機械的に安定な取付け、電気接続及び熱消散を必要とする。これらの機
能は、特にクリンチフレーム技術によって十分に果たされる。記事""HP SnapLED: LED as
semblies for automotive signal lighting" in The Hewlett-Packard Journal Volume 5
0, Number 1, Article 1, November 1, 1998 by James Stewart"において、この技術は、
説明される。クリンチフレームは、平坦な金属シート材料（スズの合金メッキを有する銅
の合金）から製造される。ＳｎａｐＬＥＤと呼ばれるＬＥＤ要素は、対向するツールの間
の穿孔及び砧骨にシート材料を変形させることにより２枚の金属シートを機械的に接合す
る方法であるクリンチング動作によりクリンチフレーム上に取り付けられる。ＬＥＤ要素
は、それ故、リードフレーム上のアレイに配置されてもよく、これは、後に、リードフレ
ーム材料を車両のジオメトリに適合する所望の形状に曲げることにより形成されてもよい
。
【０００４】
　しかしながら、ＬＥＤを用いた現在の照明アセンブリにおいて、光学機能、即ち、ＬＥ
Ｄ要素から発される光の所望のビーム形状を形成することは、通常、例えばレンズ等とし
て機能するＬＥＤパッケージの部分のような別個の光学要素により実現される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、所望の光学結果が簡単な手段で実現される照明アセンブリ及び自動車
用のランプを提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、請求項１の照明アセンブリ及び請求項１４のランプにより達成される。従
属請求項は、本発明の好ましい実施例に関連する。
【０００７】
　本発明によれば、照明アセンブリは、リードフレームを含み、これは、クリンチ接続の
好適な場合においてクリンチフレームと呼ばれてもよい。リードフレームは、金属シート
材料の少なくとも２つの直接電気的に接続されない部分を有し、これは、切られてもよい
か又は所望の形状のエッジを形成するためにスタンプされてもよく、及び、これは、シー
ト平面から曲げられてもよい。リードフレームの金属シート材料は、充分な機械的安定性
及び電気伝導度のいかなる金属材料でもあってもよい。金属シート材料の厚さは、例えば
、０．１～０．８ｍｍ、好ましくは、０．２～０．６ｍｍ、最も好ましくは、０．３～０
．４ｍｍであってもよい。シート材料は、銅又は少なくとも５０％の銅を有する合金のよ
うな本体材料、及び、例えば、Ｓｎ、Ａｇ若しくはＡｌ、又は、これらの金属の少なくと
も１つの少なくとも５０％を有する合金からの、その上に塗布されるメッキを含んでもよ
い。
【０００８】
　少なくとも１つのＬＥＤ要素は、リードフレームに固定される。半導体ＬＥＤ、ＯＬＥ
Ｄ又は斯様な要素のアレイのような、ＬＥＤ要素（いかなるタイプのソリッドステート照
明要素であってもよい）は、少なくとも第１及び第２の接触部分を有するパッケージを有
する。ＬＥＤ要素は、これらの接触部分によりリードフレームに固定され、これにより、
機械的な取付け及び電気接続が達成される。この接続は、概ね、導電性接着、（レーザー
）溶接、半田付け等のような、複数の異なる手段において達成され得るが、好ましくは、
クリンチングにより行われる。即ち、接触部分は、リードフレームの第１及び第２の部分
上に平面的に配置された平面接触面を有し、接続は、特に好ましくはフォームフィット（
クリンチ）接続において、平坦な材料の機械的変形により形成される。
【０００９】
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　ＬＥＤ要素は、電力を接触部分に印加することにより作動されたときに、光を発する。
光の生じるビームの形状は、ＬＥＤ要素のパッケージの部分を形成する反射面又はレンズ
状要素のような、ＬＥＤパッケージの光学活性部分に依存してもよい。
【００１０】
　本発明によれば、リードフレームは、熱管理と同様に機械的取付け及び電気接続を提供
する他に、照明アセンブリにおける光学的機能も供給する。このために、リードフレーム
は、少なくとも一つの光指向部、即ち、ＬＥＤ要素から発される少なくとも一部の光を指
向するのに役立ち、それ故に所望の発されたビーム形を実現するのを補助するリードフレ
ームの部分を有する。光指向部は、ＬＥＤ要素から発される少なくとも一部の光を反射す
るように設けられた反射面を含む。
【００１１】
　この光学機能のために、反射面は、異なる反射特性を有してもよい。最大反射強度を得
るために、７０％を超える反射率（最初の強度により分割された反射強度）を有する反射
面の鏡面反射光学特性が好ましい。代わりに、表面は、好ましくは５０％を超える反射率
によって、拡散的に反射してもよい。代わりに、又は、これと組み合わせて、表面は、オ
フにされるＬＥＤ要素でさえ所望の美的効果を得るために、及び、ＬＥＤ要素がオンにさ
れた場合に所望の特定の色の反射光を得るために、例えば赤色、黄色又は青色で着色され
てもよい。
【００１２】
　それ故、本発明の照明アセンブリは、単純な構造であり、リードフレームの完全な柔軟
性を有し、即ち、特にクリンチフレーム、アセンブリは、３次元形状を含む、いかなる所
望の形状にも適合するように形成及び屈曲され得る。加えて、結果として生じるビームは
、有利な手段において形成され、これにより、例えば、それ以外の場合には不必要な方向
において発されるＬＥＤ要素から生成される光の部分が所望の放出ビームの部分を形成す
るために所望の方向に再指向される。すでに照明アセンブリの一体部分であるリードフレ
ームがこの光学機能のために用いられるので、照明アセンブリの構造は、低い部品数によ
って非常に単純な状態を維持し、その結果、製造が容易で安価である。
【００１３】
　好ましくは、光指向部は、リードフレームのシートメタル材料を曲げることにより形成
される。例えば、リードフレームの第１の及び／又は第２の部分は、光指向部を形成する
ために曲げられてもよい。加えて、又は、代わりに、そのシートメタル材料に含まれるリ
ードフレームの他の部分は、光指向部を形成するために用いられてもよい。好ましい実施
形態において、ＬＥＤ要素からの入射光を再指向する反射面は、ＬＥＤ要素の逆のサイト
に設けられてもよい。
【００１４】
　概して、発された光の小さい部分だけが反射面で反射されるように光指向部が形成され
得る一方で、ＬＥＤ要素から発される光の相当部分が反射面で反射されることが好ましい
。（方向（即ち光が直接発されて反射される角度）を比較するパーセンテージにおいて測
定される）反射される光の部分は、好ましくは少なくとも１０％、更に好ましくは２０％
を越える。いくつかの実施形態では、間接的に（即ち反射面での反射の後に）発される光
の部分は、主として間接的なビームが得られるように、直接発される光の部分より大きい
。
【００１５】
　好適な実施形態によれば、照明アセンブリは、各々から間隔をあけて設けられる複数の
ＬＥＤ要素を含む。ＬＥＤ要素は、例えば、線又はアレイ配列で設けられ得る。概して３
次元配列を含む斯様な配列のいかなる形状も可能な一方で、複数のＬＥＤ要素が平面に設
けられ、少なくとも実質的に同じ方向に指向されるように、リードフレームの少なくとも
部分を提供することが好ましい。更に、第１及び第２の部分のリードフレームだけでなく
、ＬＥＤ要素が設けられている金属シート材料のより多くの斯様な部分のリードフレーム
を提供することが好ましい。特に好適な複数のＬＥＤ要素は、リードフレームの斯様な部
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分の間に並列に電気的に接続され、リードフレームの複数の部分が直列に接続され得る。
【００１６】
　更に、リードフレームの第１及び第２の部分のいずれかの部分が斯様な平面に少なくと
も実質的に設けられる点で、又は、複数のＬＥＤ要素が斯様な平面に設けられる点で、照
明アセンブリの平面が規定され得る場合には、この平面に傾斜した角度で設けられたリー
ドフレームの光指向部を有することが好ましい。反射面の形状は、例えば、平面でもよく
、又は、段階的に曲げられてもよい。
【００１７】
　更に好ましくは、リードフレームは、キャリアに固定してもよく、キャリアは、好まし
くはプラスチック部分であり、射出成形により製造されてもよい。これは、いかなる所望
の形状も容易に製造され得る非常に柔軟で機械的に安定した装置を提供する。キャリアは
、リードフレームの少なくとも部分を（好ましくはその光指向部も）支持する。
【００１８】
　本発明の照明アセンブリは、特にシグナリングランプ（例えば昼間走行ランプ（ＤＲＬ
）又はリアコンビネーションランプ（ＲＣＬ））のような車両灯に十分に適している。
【００１９】
　本発明の前記の及び他の目的、特徴及び利点は、好ましい実施態様の以下の説明から明
らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施形態の照明アセンブリの一部の上面図を示す。
【図２】Ａ－Ａに沿って得られた部分を有する図１の照明アセンブリの断面図を示す。
【図３】図１における線Ａ－Ａに沿って得られた部分を有する図１，２の照明アセンブリ
の分解断面図を示す。
【図４】本発明の第２の実施形態の照明アセンブリの断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　照明アセンブリ１０の第１の実施形態は、射出成形により形成されたプラスチックキャ
リア１２と、その上に固定されたリードフレーム１４（示された部分図においては４つの
別個のリードフレーム部分１４ａ～１４ｄを有する）と、これらのリードフレーム部分１
４ａ～１４ｄの間に接続されたＬＥＤ要素１６とを有するものとして、図１に示される。
照明アセンブリ１０は、自動車（特にＲＣＬ（リアコンビネーションランプ））用のシグ
ナリングランプをとして機能し得る。
【００２２】
　リードフレーム１４は、０．３５ｍｍの厚さの銅の合金シートメタル部分である。部分
１４ａ～１４ｄ間の分離を含むリードフレーム１４の形状は、この材料のフラットシート
からスタンプされる。
【００２３】
　ＬＥＤ要素１６は、部分１４ａ～１４ｄに橋を渡すように設けられる。図３の分解図に
おいて特に見えるように、各ＬＥＤ要素１６は、実際の光生成要素を囲む透明材料から作
られる主本体部２２を含む特別なパッケージ、即ち、好ましい実施形態においては実際の
半導体ＬＥＤを有する。このＬＥＤの陽極及び陰極は、平坦接触タブ２４ａ，２４ｂに各
々接続される。照明アセンブリ１０の製造により、ＬＥＤ要素１６は、接触タブ２４ａ、
２４ｂが平面をリードフレーム１４のそれぞれの平坦部分に置くように、リードフレーム
ブリッジ部分１４ｂ、１４ｃ（図３）に配置される。そして、ＬＥＤ要素１６は、クリン
チング動作によりリードフレーム１４の部分１４ｂ、１４ｃに接続され、接触平面の上下
にから、対応するツール（穿孔及び砧骨）は、フォームフィット接続（クリンチ接続）が
確立されるように、リードフレーム１４の、及び、接触タブ２４ａ、２４ｂの材料を一緒
に変形させる。この接続は、フォームフィットにより機械的に安定であり、金属接触タブ
２４ａ、２４ｂとの密な接触及びリードフレーム１４の金属材料のため、電気伝導性であ
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り、これらの部分の間に関連する大きい接触面のため、良好な熱伝導を提供する。
【００２４】
　ＬＥＤ要素１６の動作において、電流は、リードフレーム１４の部分１４ａ，１４ｂ，
１４ｃを介して供給される。動作の間にＬＥＤ要素１６において生成された熱は、リード
フレーム１４に接触タブ２４ａ，２４ｂを通じて伝導されて、そこで消失される。大面積
のリードフレーム１４のため、相当な熱量が消され得る。良好な熱消散を提供するために
ＬＥＤ要素当たり３００ｍｍ２より多く、更に好ましくは５００ｍｍ２より多くのリード
フレーム領域を提供することが好ましい。
【００２５】
　本発明の示された実施形態において、リードフレーム１４は、ＬＥＤ要素１６から発さ
れる光の部分を指向するために、第１及び第２の光指向部２０ａ，２０ｂを有し、これに
よって、所望のビーム形状を形成する。光指向部２０ａ，２０ｂは、リードフレーム１４
の部分１４ｂ，１４ｃと一体の別個の傾斜部を含む。光指向部２０ａ，２０ｂにおけるリ
ードフレーム１４の上側表面３０ａ，３０ｂは、ＬＥＤ要素１６から発される光の部分を
反射するために、反射面として機能する。
【００２６】
　反射面３０ａ，３０ｂの光学特性は、所望のビームのために必要に応じて選択されても
よい。表面３０ａ，３０ｂのために、適切なメッキ材料（例えばＳｎ、Ａｇ又はＡｌ）が
、選択されてもよい。（通常、全部のリードフレーム１４は、全体に同じメッキ材料を有
するだろう。しかしながら、反射面上だけに特別なメッキを提供することが可能である。
）加えて、表面は、適切な表層処理により作成されてもよい。高反射コーティング又はポ
リッシングのような特別な表層処理が高反射率を得るために使用されてもよい。また、拡
散反射特性を得るために表面３０ａ，３０ｂをコーティング又は処理することが可能であ
る。
【００２７】
　第１の例において、表面３０ａ、３０ｂは、鏡反射特性を有する。リードフレーム１４
のベース材料のメッキは、高光学品質になるように選ばれる。Ａｌ又はＡｇは、７０％以
上の反射率を得るために、ここでは好ましい。
【００２８】
　第２の例において、リードフレーム表面の拡散反射特性が求められる。表面は、所望の
拡散反射特性を得るために予め定められた表層粗さを有するＳｎ材料のメッキとして作成
される。反射率は、依然として５０％を超える。
【００２９】
　更に異なる例において、特に反射面３０ａ、３０ｂ上の、リードフレーム１４の表面は
、拡散的に反射し、着色される。それ故、ＬＥＤ要素１６が作動中でない場合であっても
、照明アセンブリ１０は、リードフレームのために選択される色（例えばシグナリングラ
ンプのための赤い色）で観察者に見える。ＬＥＤ要素１６が起動した場合、反射面３０ａ
，３０ｂで反射された光は選ばれた色で見える。
【００３０】
　図２に示すように、ＬＥＤ要素１６から発される光の部分が反射面３０ａ、３０ｂでの
反射なしで直接発される（ビームａ）一方で、反射面３０ａ、３０ｂに当たって、反射さ
れる発された光の部分がある（ビームｂ）。これは、エッジ３２を曲げることでリードフ
レーム１４を曲げることにより放出光のこれらの部分の経路内に、リードフレーム１４の
光指向部２０ａ，２０ｂの反射面３０ａ，３０ｂを配置することにより実現される。
【００３１】
　反射面３０ａ，３０ｂが放出光の相当部分の経路内に配置されることが好ましい。図２
に示される例において、ＬＥＤ要素１６から発される光は、垂直軸が形成された放出角度
αがおよそ５０°を越える場合、反射面３０ａ，３０ｂに当たる。それ故、発された光の
強度が１８０°に渡って等しく分配される場合、発された光の約４０％は反射面３０ａ、
３０ｂで反射されるが（ビームｂ）、残りの部分（ビームａ）は直接発される。当業者が
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理解するように、反射面３０ａ，３０ｂがより高く設けられるほど、直接発された光と比
較して、反射された光の割合は高くなるだろう。
【００３２】
　リードフレーム１４の中心が、ＬＥＤ要素１６、これらの接触部分及びリードフレーム
１４の部分１４ａ～１４ｄの接触部分が設けられる平面を形成する一方で、リードフレー
ム１４の光指向部３０ａ、３０ｂは、この平面に対して傾斜した角度で設けられる。本実
施例において、この角度が約１２０°であることを示し、反射面３０ａ，３０ｂがまっす
ぐで平坦な形状を示す一方で、もちろん、可能な限りのバリエーションが所望の結果とし
て生じるビーム形状に応じて存在する。曲げエッジ３２の曲げ角度は、例えば、９０°～
１６０°、好ましくは１１０°～１５０°で変化してもよい。反射面３０ａ，３０ｂは、
図１～３において示されるまっすぐな形状と異なってもよく、湾曲されるか又は段階的に
曲げられてもよい（図示省略）。
【００３３】
　図１に示すように、リードフレーム１４の別個の部分１４ａ～１４ｄは、各々に直接電
気的に接続されていない。部分間の電気接続は、ＬＥＤ要素１６によってのみ形成される
。ここで、複数のＬＥＤ要素１６は、図１に示すように２つのリードフレーム部分１４ｂ
，１４ｃの間に並列接続で設けられてもよい。更に、リードフレーム部分１４ａ～１４ｄ
の直列接続が設けられてもよい。
【００３４】
　リードフレーム１４及びＬＥＤ要素１６は、プラスチックから製作されるキャリア１２
に取り付けられる。キャリア１２は、必要な取付けスペースに対応する形状を有する。図
１～３に示すように、リードフレーム１４は、ＬＥＤ要素１６が設けられる基本平面内だ
けでなく光指向部２０ａ，２０ｂ内のキャリア１２の表面上にフラットに取り付けられる
。リードフレーム１４は、例えば、ホットスタッキングにより、接着により、又は、クラ
ンピング若しくはねじ込みのような機械的手段により、キャリア１２に固定されてもよい
。キャリア１２は、それ故リードフレーム構造を支持する。
【００３５】
　図４は、照明アセンブリ１００の第２実施例を断面図で示す。この照明アセンブリ１０
０は、第１の実施形態の照明アセンブリ１０に対して多くの部分において一致する。射出
成形により形成されたプラスチックキャリア１１２は、その上に固定されたリードフレー
ム１１４を担持する。ＬＥＤ要素１６は、リードフレーム１１４にクリンチされる。
【００３６】
　第１の実施形態のように、リードフレーム１１４は、いくつかのリードフレーム部分（
図示省略）を有し、これらの間にいくつかのＬＥＤ要素１６が設けられる。第２の実施形
態の照明アセンブリ１００は、リードフレーム１１４及びキャリア１１２の形状により、
第１の実施形態と異なる。反射面１３０ａを有する第１の光指向部１２０ａが、第１の実
施形態のように、約１２５°の曲げ角度の下で設けられた平面として成形される一方で、
内側反射面１３０ｂを有する他の対向する光指向部１２０ｂは、ＬＥＤ要素１６を部分的
にカバーする曲げられた形状で形成される。それ故、図４に示すように、ＬＥＤ要素１６
から発される光は間接的に主に発される一方で、実質的により小さい部分だけが直接発さ
れる。いくつかのビームは反射面１３０ｂにより１回反射され、他のものは両方の反射面
１３０ａ，１３０ｂにより２回反射される。それ故、リードフレーム１１４は、規定され
た光学結果（即ち、強く指向された、主に間接的に形成されたビーム）を得るように形成
される。
【００３７】
　本発明は、図面及び前述の説明において示され、説明された。斯様な図及び説明は、例
示又は単なる例であるとみなされるべきであり、限定するものとして考慮されるべきでは
ない。本発明は、開示された実施形態に限定されるものではない。当業者が理解するよう
に、開示された実施形態に対する様々な変形例が存在する。
【００３８】
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　例えば、図１において示されたＬＥＤ要素１６が線で設けられる一方で、二次元アレイ
でＬＥＤ要素を設けることも可能である。更に、述べられたように、リードフレーム部分
１４及び反射面３０ａ，３０ｂの形状は、所望の電気接続に応じて、並びに、アセンブリ
１０全体及び結果として生じるビーム形状の所望の形状に依存して変化してもよい。
【００３９】
　請求項において、「有する」という用語は他の要素又はステップを除外するものではな
く、単数表記は複数を除外するものではない。特定の手段が相互に異なる従属請求項に記
載されるという単なる事実は、これらの手段の組み合わせが有効に用いられ得ないことを
示すものではない。請求項中のいかなる参照符号も、その範囲を限定するものとして解釈
されるべきでない。

【図１】

【図２】

【図３】
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